
仕様書 

 

１　業務名 

　　令和８年度札幌市宿泊施設及び観光施設受入環境整備補助金活用促進等業務 

 

２　業務の目的 

　　市内宿泊施設及び観光施設等が行う外国人など多様な観光客の受入環境整備を支援す

るため、「札幌市宿泊施設受入環境整備補助金」及び「札幌市観光施設受入環境整備補

助金」（以下「補助金」という。）の活用促進に向けた制度周知、交付申請者の募集に

係る業務、補助金支給に係る事務局業務等を行うことを目的とする。 

 

３　補助金制度概要 

    補助金の制度概要は下記のとおり。現時点で予定する内容であり、一部変更する可能

　性がある。 

　⑴　札幌市宿泊施設受入環境整備補助金 

　　ア　補助対象者 

　　　(ｱ)　旅館業法（昭和23年法律第138号）第３条第１項の規定により旅館業（下宿等

　　　　 を除く。）の許可を受けた者のうち、同法第２条第２項もしくは３項の規定によ

　　　　 る「旅館・ホテル」又は「簡易宿所」を市内で営む者で今後も継続して、市内の

　　　　 宿泊施設の営業を行う意思を有する者 

　　　(ｲ)  住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号）第３条第１項の届出をした者のうち、 

         同法第２条第３項に規定する「住宅宿泊事業」（以下「民泊施設」という。）を   

         市内で事業を営む者で、今後も継続して、市内の民泊宿泊の営業を行う意思を有    

         する者 

　　イ　補助対象施設 

　　　　補助対象者が運営する「旅館・ホテル」又は「簡易宿所」又は「民泊施設」 

　　ウ　補助対象事業 

　　　　多言語対応、ＳＤＧｓ（環境配慮）への対応、緊急時対応、多様な文化等への対

　　　応、業務効率化への対応、バリアフリー化のための備品・設備購入 
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　　エ　補助上限額及び補助率 

　　　(ｱ)　「旅館・ホテル」又は「簡易宿所」は補助上限額100万円（補助率２分の１） 

　　　(ｲ)  「民泊施設」については補助上限額30万円（補助率２分の１） 

　⑵　札幌市観光施設受入環境整備補助金 

　　ア　補助対象者 

　　　(ｱ)　市内の博物館又は美術館、水族館を含む観光施設を所有する法人格を持つもの

　　　　 で、申請の日において１年以上事業を営んでおり、今後も継続して営業を行う意

　　　　 思を有するもの（以下「観光施設」という。） 

　　　(ｲ)　食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）の許可を受けて営業する市内の飲食

　　　　店で、申請の日において１年以上事業を営んでおり、今後も継続して営業を行う

　　　　意思を有するもの（以下「飲食店」という。） 

　　イ　補助対象事業 

　　　(ｱ)　観光施設 

　　　　　 多言語対応、多様な文化等への対応、キャッシュレス対応、和式トイレの洋式

　　　　 化への対応、施設利用単価を上げ収益力を高めるための対応、施設利用客の分　

　　　　 散化・平準化への対応、無料公衆無線LAN環境の整備にかかる対応、災害時対　

　　　　 応、ＳＤＧｓ（環境配慮）への対応 

　　　(ｲ)　飲食店 

　　　　　 多言語対応、多様な文化等への対応、キャッシュレス対応、和式トイレの洋　

　　　 　式化への対応 

　　　　 ※キャッシュレス対応及び和式トイレの洋式化への対応については、既に多言　

　　　　   語対応又は多様な文化等への対応を実施しており、外国人観光客の受入環境  

           が十分に整っている場合に限る 

　　 ウ　補助上限額及び補助率 

　　　(ｱ)　観光施設は補助上限額100万円（補助率２分の１） 

　　　(ｲ)  飲食店は補助上限額50万円（補助率２分の１） 

 

４　業務実施期間 

　　契約締結の日から令和９年３月26日（金）まで 
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５　業務の内容 

　⑴　事務局の設置 

　　　受託者は、補助金支給業務を行うため、事務局を設置し、以下の⑵から⑽の業務を

行う。 

　　ア　設置期間 

　　　　契約締結日から令和９年３月19日（金）まで 

 

　⑵　補助金の周知及び交付申請者の募集に係る業務 

　　　補助対象者に補助金を広く周知するために告知媒体（チラシ、リーフレット、Ｗ　

　　ＥＢサイト等）を作成し、関係機関への配布や広報等を通じて効果的な情報発信を行

　　う。 

　　　制度周知にあたっては、説明会開催を必須とする。開催形式については、対面方式

　　またはオンライン方式、その併用（ハイブリット形式）のいずれかから、効果的な手

　　法を選択して実施する。 

　　　告知媒体の作成及び説明会の開催においては、制度概要のほか、申請から交付まで

　　の手続き方法等について、補助対象者が正確かつ容易に理解できるようにすること。 

 

　⑶　補助金に関する問い合わせ等への対応 

　　ア　対応期間 

　　　　令和８年７月15日（水）（予定）から令和９年３月19日（金） 

　　　　※年末年始（12月29日～１月3日）を除く 

　　　　※対応の始期は、上記を予定として受託者との協議により決定する。 

　　イ　業務時間 

　　　　平日9時00分から17時00分まで 

　　ウ　対応内容 

　　　　電話又はメール等による申請者からの問い合わせに対応する。対応する内容とし

て想定しているものは、下記のとおり。 

　　　　なお、電話回線については新規の回線および既存の回線のいずれも可とする。 

　　　(ｱ) 補助金の内容 

　　　(ｲ) 申請書の記入方法、添付書類について 
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　　　(ｳ) 申請後の事務処理状況 

　　　(ｴ) 申請書等の送付依頼 

　　　(ｵ) 他の補助金（国、道など）との併用可否 

　　　(ｶ) 意見、苦情等対応　など 

　　エ　委託者への報告 

　　　　問い合わせ内容は委託者へ定期・不定期の報告を行うこと。 

 

　⑷　補助金交付申請書等の受付及び審査 

　　　申請者から送付された補助金交付申請書等（補助金変更・中止承認・交付取下申請

書を含む。）を受け付け、申請書の記載内容及び必要書類の確認を行い、札幌市補助

金等交付規則、札幌市宿泊施設受入環境整備補助金交付要綱もしくは札幌市観光施設

受入環境整備補助金交付要綱に適合するか審査を行う。なお、交付決定の最終判断は

委託者が行う。 

申請件数は宿泊施設受入環境整備補助については110件程度、観光施設受入環境整備

補助については33件程度を想定しているが、予算の範囲内であればそれ以上の申請が

あった場合でも対応すること。 

　　ア　申請受付期間 

　　　　令和８年７月15日（水）（予定）から令和８年12月21日（月）まで 

　　　　※受付の始期は、上記を予定として受託者との協議により決定する。 

　　　　※補助金変更・中止承認申請書は、受付期間に関わらず対応すること。 

　　イ　申請書等受付方法 

　　　　原則メール等の電子データでの受け付けとし、持参、郵送、FAXによる紙媒体での

　提出は受け付けない。 

 

　⑸　申請書等の補正 

　　　申請書等の記載内容及び必要書類の不備があった場合は、申請者に対し、当該不備

の補正を行うよう連絡をするとともに、不備のあった申請書等の再提出を求めるた

め、書類不備通知書、不備のあった申請書等を送付する。 

 

　⑹　決定通知書の送付 
4 

 



　　　⑷で申請者から受け付けた申請書を必要に応じて⑸の補正を行い、不備のない状態

に整えたうえで委託者へ提出する。 

　　　委託者による審査の結果、申請要件に適合した申請者に対し、委託者から提供され

る補助金交付決定通知書等（申請要件に適合しなかった申請者に対しては補助金不交

付決定通知書）を、決定通知書等の受領日から概ね５日以内に送付する。決定通知書

等の送付方法は、原則メール等の電子データによるものとする。なお、交付決定の最

終判断は委託者が行う。 

 

　⑺　確定通知書の送付 

　　　事業が完了した申請者から報告書を受け付け、記載内容及び必要書類の確認を行

い、交付要件に適合するか審査を行う。申請書を不備のない状態に整えたうえで委託

者へ提出する。 

　　　委託者による審査の結果、交付決定内容及びこれに付した条件に適合した申請者に

対し、委託者から提供される補助金額確定通知書を、確定通知書の受領日から概ね５

日以内に送付する。確定通知書の送付方法は、原則メール等の電子データによるもの

とする。なお、交付確定の最終判断は委託者が行う。 

 

　⑻　補助金振込データの作成 

　　　補助金は委託者所有のシステムを利用して、委託者が振り込みを行う。 

申請者から送付された銀行口座振込同意書を受け付け、申請書の記載内容及び必要

書類の確認を行い、申請者名、振込金額等をデータ形式にまとめ、銀行口座振込同意

書とともに委託者へ提出すること。 

 

　⑼　申請者が行う手続きに関する進捗管理 

　　　交付申請から補助金交付までの進捗状況について、進捗管理シートを作成し、適切

な管理・監督を行うとともに、委託者へ定期・不定期の報告を行うこと。 

 

　⑽　委託者へのデータの提出方法 

　　　５⑵で作成した告知媒体等のデータ、５⑶の問い合わせ等の内容、申請者から提出

　　されたデータは、Ｇｏｏｇｌｅ　ＷｏｒｋｓｐａｃｅのＧｏｏｇｌｅドライブで委託
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　　者に共有すること。 

　　　なお、Ｇｏｏｇｌｅドライブにデータを格納する際は、申請者や手続き毎にフォル

　　ダを作成し、進捗状況が分かりやすいように整理した上で格納すること。 

 

６　業務スケジュール（予定） 

　　令和８年７月15日（水）　：申請書等の受付開始 

　　　　　　　　　 　　　　 ：問い合わせ等への対応の開始 

　　　　　　　　　　　　　　：告知媒体作成、説明会の準備開始 

　　令和８年７月下旬　　　　：説明会の開催 

　　令和８年12月21日（月）  ：申請受付終了 

　　令和９年３月19日（金）  ：問い合わせ等への対応の終了 

　　令和９年３月26日（金）  ：業務終了 

 

７　業務報告等 

　　４で定める業務期間の最終日（最終日が土・日・祝日の場合はその直前の日）まで 

　に、下記について委託者に提供すること。 

　　下記⑵から⑷は電子データを提出すること。データ形式は、ＰＤＦ形式及びＧｏｏｇ 

　ｌｅ（ドキュメント、スプレッドシート、スライド等）形式とする。 

　⑴　業務完了届　１部 

　⑵　業務報告書　１部 

　⑶　制作物　一式 

　⑷　申請者から提出された書類一式 

 

８　共通事項 

　⑴　実施体制 

　　　業務の管理及び統括を行う責任者１名を必ず配置し、委託者との連絡調整を確実に 

　　行うこと。 

  ⑵　連絡調整 

　　　各業務の進行において、受託者は委託者と十分に打合せを行い、必要な事項につい 

　　て委託者から指示を受けること。 
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  ⑶　会場等の確保 

　　　業務実施に必要な会場等は受託者が手配し、使用料等の費用を負担すること。ま 

　　た、原則として業務に必要な物品や機材等は受託者が調達し、これに係る費用を負担 

　　すること。 

　⑷　資料の作成  

　　　説明会の参加者等への配布資料が必要な場合は受託者が作成する。 

　⑸　印刷物の校正 

　　　告知媒体（チラシ等）や説明会で使用する印刷物は、委託者の確認を受け、校正を 

　　行う。印刷に係る費用は受託者が負担すること。 

 

９　個人情報の管理 

　　業務に際し、個人情報を取り扱う場合においては、別記「個人情報の取扱いに関する

特記事項」に基づき、適切な措置を講じること。 

 

10　留意事項  

　⑴　告知媒体（チラシ等）を郵送する場合に係る経費は、受託者の負担とする。 

　⑵　本業務による成果物等の著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 27 条及

び第 28 条に規定する権利を含む。）は、委託者に帰属するものとする。 

　⑶　受託者は、成果物等に関する著作者人格権を、委託者又は委託者が指定する第三者

に対して行使しないものとする。  

　⑷　受託者は、本業務による成果物等について、第三者の著作権、著作者人格権及びそ

の他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権を侵害するものでないことを保証す

る。成果物等に使用する写真、イラスト、その他の資料等について、第三者が権利を

有する著作物である場合には、著作権その他知的財産権に関して必要な手続き及び使

用料等の負担は受託者の責任において行うこと。 

　⑸　成果物等の公開に伴い、第三者からの権利侵害の訴えその他の紛争が生じたとき

は、受託者は自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、このことにより

委託者に損害を与えたときはその損害を賠償するものとする。 

　⑹　受託者は、本業務の遂行に当たって収集し、知り得た企業、個人の情報等の一切の

事項について、本業務の履行期間及び履行後においても、外部に漏えいがないように
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するとともに、目的外に使用しないこと。 

　⑺　本業務履行にあたり、札幌市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に

努めること。 

　⑻　本業務の履行に当たり疑義を生じた場合は、委託者及び受託者の協議のうえ決定す

る。 

 

11　問合せ先 

　　担　当　札幌市経済観光局観光・MICE推進課　足立・藤原 

　　住　所　〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階 

　　電　話　011-211-2376 

　　ＦＡＸ　011-218-5129 

　　メール　kanko@city.sapporo.jp 
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【別記】 

個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

（個人情報の保護に関する法令等の遵守） 

第１条　受託者は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号。以下

「個人情報保護法」という。）、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関す

る法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）」（以下「事務対応ガイド」とい

う。）、「札幌市情報セキュリティポリシー」等に基づき、この個人情報の取扱いに関

する特記事項（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならない。 

 

（管理体制の整備） 

第２条　受託者は、個人情報（個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報をいう。

以下同じ。）の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制を維持し

なければならない。 

 

（管理責任者及び従業者） 

第３条　受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面（当該書

面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）により委託者に報告し

なければならない。 

２　受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手続を定

めなければならない。 

３　受託者は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承

認を得なければならない。 

４　受託者は、従業者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければなら

ない。 

５　保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなければ

ならない。 

６　従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならな

い。 

 
9 

 



（取扱区域の特定） 

第４条　受託者は、個人情報を実際に取り扱って事務を実施する区域（以下「取扱区域」

という。）を定め、業務の着手前に書面により委託者に報告しなければならない。 

２　受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認

を得なければならない。 

３　受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所

から持ち出してはならない。 

 

（教育の実施） 

第５条　受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項に

おける従業者が遵守すべき事項その他本委託等業務の適切な履行に必要な教育及び研修

を、従業者全員に対して実施しなければならない。 

２　受託者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を

確立しなければならない。 

 

（守秘義務） 

第６条　受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に

漏らしてはならない。 

２　受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人

情報を他に漏らさないようにしなければならない。 

３　前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とす

る。 

４　受託者は、本委託等業務に関わる保護管理者及び従業者に対して、秘密保持に関する

誓約書を提出させなければならない。 

 

（再委託） 

第７条　受託者は、やむを得ない理由がある場合を除き、本委託等業務の一部を第三者へ

委託（以下「再委託」という。）してはならない。 

２　受託者が再委託する場合には、あらかじめ委託者に申請し、委託者から書面により承

諾を得なければならない。 
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３　受託者は、本委託等業務のうち、個人情報を取り扱う業務の再委託を申請する場合に

は、委託者に対して次の事項を明確に記載した書面を提出しなければならない。 

　(1) 再委託先の名称 

　(2) 再委託する理由 

　(3) 再委託して処理する内容 

　(4) 再委託先において取り扱う情報 

　(5) 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策 

　(6) 再委託先に対する管理及び監督の方法 

４　受託者は、前項の申請に係る書面を委託者に対して提出する場合には、再委託先が委

託者指定様式（本契約締結前に受託者が必要事項を記載して委託者に提出した様式をい

う。）に必要事項を記載した書類を添付するものとする。 

５　委託者が第２項の規定による申請に承諾した場合には、受託者は、再委託先に対して

本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して再委託先の全ての行

為及びその結果について責任を負うものとする。 

６　委託者が第２項から第４項までの規定により、受託者に対して個人情報を取り扱う業

務の再委託を承諾した場合には、受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対

する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 

７　前項に規定する場合において、受託者は、再委託先の履行状況を管理・監督するとと

もに、委託者の求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなければならない。 

 

（複写、複製の禁止） 

第８条　受託者は、本委託等業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報

が記録された資料等を、委託者の許諾を得ることなく複写し、又は複製してはならな

い。 

 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第９条　受託者は、本委託等業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に

行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければ

ならない。 
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２　受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について

責任を負うものとする。 

 

（個人情報の管理） 

第１０条　受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を保持している間は、事務

対応ガイドに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところ

により、当該個人情報の管理を行わなければならない。 

　(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確化 

　　し、取扱規程等を策定すること。 

　(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報 

　　漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行

　　うこと。 

　(3) 従業者の監督・教育を行うこと。 

　(4) 取扱区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおけ 

　　る漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。 

　(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情 

　　報漏えい等の防止を行うこと。 

 

（提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第１１条　受託者は、本委託等業務において利用する個人情報について、本委託等業務以

外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。 

 

（受渡し） 

第１２条　受託者は、委託者と受託者との間の個人情報の受渡しを行う場合には、委託者

が指定した手段、日時及び場所で行うものとする。この場合において、委託者は、受託

者に対して個人情報の預り証の提出を求め、又は委託者が指定する方法による受渡し確

認を行うものとする。 

 

（個人情報の返還、消去又は廃棄） 
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第１３条　受託者は、本委託等業務の終了時に、本委託等業務において利用する個人情報

について、委託者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄しなければならない。 

２　受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前

に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予

定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。 

３　受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、こ

れに応じなければならない。 

４　受託者は、前３項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録さ

れた電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な

措置を講じなければならない。 

５　受託者は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、委託者に対してその日時、担

当者名及び消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければならない。 

 

 

（定期報告及び緊急時報告） 

第１４条　受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場

合は、直ちに報告しなければならない。 

２　受託者は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなけれ

ばならない。 

 

（監査及び調査） 

第１５条　委託者は、本委託等業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基

づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者及び再委託者

に対して、実地の監査又は調査を行うことができる。 

２　委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託

等業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 

 

（事故時の対応） 

第１６条　受託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故（個人情報保護法違

反又はそのおそれのある事案を含む。）が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責
13 

 



の有無にかかわらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件

数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなければな

らない。 

２　受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係者

との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施す

るために、緊急時対応計画を定めなければならない。 

３　委託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に

応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 

 

（契約解除） 

第１７条　委託者は、受託者が特記事項に定める業務を履行しない場合は、特記事項に関

連する委託等業務の全部又は一部を解除することができる。 

２　受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者

に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

 

（損害賠償） 

第１８条　受託者の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行しないこと

によって委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損

害を賠償しなければならない。 
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